
○ 日 時 令和２年３月３日（火）午後６時００分

○ 場 所 緑と語らいの広場複合施設　えにあす１階　　会議室４

１．開会

２．保健福祉部長挨拶

３．議事

（１）令和２年度保健事業の推進について

（２）令和２年度予算(案)の概要について

（３）令和２年度産後ケア事業（案）について

（４）令和２年度産婦健康診査事業（案）について

（５）令和２年度５歳児相談（案）について

（６）ロタウィルスワクチンの定期接種化について

（７) 新型コロナウィルスに関連した肺炎について

４．その他

５．閉会
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恵庭市保健センター運営協議会委員名簿

任期平成31年4月1日～令和3年3月31日

寺田　節子
恵庭市民生委員児童委員連
絡協議会

ブロック長

草野　真暢

10 神田　美佐子 恵庭市地域女性連絡会 会　長

教　授

中島　良子

7

北海道文教大学

室　長

9

副会長

道央農協女性部恵庭ブロッ
ク

恵庭市老人クラブ連合会

副会長
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6
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係団体
第6条3号
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恵庭市保健センター運営協議会事務局職員名簿 

職  名 氏    名 備   考 

保健福祉部長 狩 野 洋 一  

保健センター長 佐 々 木 良 幸  
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健康推進担当主査 福 井 美 奈 子  

主 任 主 事 上 野 公 敬  

主  事 有 塚  悠  
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（１）令和２年度保健事業の推進について

・３５～３９歳の市民等を対象に身体計測、検尿、血液検査
等の健康診査を行う。

人 人 人

・胃、大腸、肺、子宮、乳がん検診を集団、送迎バス、
個別医療機関で実施する。（R1、R2年度それぞれ後期高齢者を含む）

人 人 人
人 人 人
人 人 人
人 人 人
人 人 人
人 人 人

人 人 人
人 人 人
人 人 人

　クーポン対象者

・生活習慣病の発症リスクが高い者に対する特定保健指導に
加え、特定保健指導の対象とはならなくても、検査数値から
その重症度に応じた保健指導を実施する。

% % %
発症予防（集団） 回 回 回
重症化予防（個別） % % %

回 回 回
回 回 回

・がん・生活習慣病予防など、健康づくりに関する正しい知識の
普及と適切な指導、支援を行う。

回 回 回

高齢者健康教育事業・入浴施設を会場として、健康講話やいきいき百歳体操の紹介等
高齢者の健康維持・増進の普及啓発を図るとともに、外出のきっ
かけとすることで、閉じこもりの防止を図る。

回 回 回

・健康づくり相談日の開設や電話相談などで心身の健康につ
いて個別の相談に応じて必要な指導、助言を行う。

回 回 回

・心身の機能の低下している方やその家族に対し、療養上必要な
保健指導を行い、心身の機能低下の防止と健康の保持増進を図る。

人 人

21

実施回数

その他の
保健指導

特定保健指導（実施率）
4

R1見込み
2

R1見込み

健診結果説明会 8

63開催回数

650

27

R1見込み

R2予算

R1予算

R1予算

5
65
8

事業項目
事　業　名

健康診査等
事業

健康診査

子宮頸がん検診

　合　計

各種がん検診事業

※後期高齢者の胃・大
腸・肺がん検診費用の
支払いは国保医療課で
対応

※子宮がん検診は体部
を含む

がん検診推進事業

特定保健指導等事業

健康増進事
業

健康相談事業

健康教育事業

訪問指導事業

R2予算 R1予算

1,436
2,000

受診者数 48 40

1,798大腸がん検診

R1見込み

32

受診者数 R2予算 R1予算
胃がん検診 1,551 1,449

肺がん検診 1,627

R1見込み
1,743
2,307
1,898

899
1,212

喀痰検査

R1見込み
クーポン

R2予算 R1予算

25 28

32
1,184

クーポン クーポン

119
144

　　子宮・・・20歳全員、乳40歳全員。

65 65

28 29
子宮がん検診 1,027
乳がん検診 1,081 989

31
127
158

R1見込み

151
123

R2予算 R1予算

4
48 4444

2

59 60
R1予算

10
健康づくり講演会

R2予算

訪問指導(人数)

610

R1見込み
15

R2予算

R2予算
650

開催回数 3

R1予算

10

資料１

2

具体的事業
事業の目的・内容

乳がん検診
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人 人 人

回 回 回
回 回 回

・妊娠・出産・育児に関する情報提供や相談、仲間づくりの
機会とする教室を開催する。

・特定不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため
治療費の一部を助成する。

件 件 件

回 回 回
回 回 回

・乳幼児における身体発育、運動、精神発達の遅れを早期に
発見し、適切な療育につなげ、健康に成長できるよう健康診

・３～４か月児 査を行い支援する。
・９～１０か月児
・１歳６か月児
・３歳児 人 人

人 人
人 人
人 人

人 人
人 人
人 人
人 人

人 人
人 人
人 人
人 人

・３～４か月児を対象に股関節脱臼の検診を行う。

人 人
人 人
人 人

・子どもの健康と育児に関する育児教室や相談日を開設する。

回 回 回

回 回 回

・電話相談も実施し随時対応する。
・0歳～6歳児の親に対し、救急対応等の理解を深めるための冊子
を改訂、作成し配布する。

こどもの救急冊子作成

具体的事業
事業の目的・内容

受診者数対象者数

405R1見込み

母子保健事
業

育児教室、育児相談

486

先天性股関節脱臼検診

９～１０か月児健診 462

535

444

98.8%
３歳児健診 544 523 96.0%

475 97.7%

545 97.8%

受診率

９～１０か月児健診 495 487 98.4%
516 96.4%

３歳児健診 557

486

１歳６か月児健診

１歳６か月児健診 499 493

R1見込み
対象者数 受診者数 受診率

３～４か月児健診 405 391 96.4%
98.3%454

養育支援訪問

458 447 97.6%
９～１０か月児健診 486 476 97.9%

乳幼児健診

対象者数 受診者数 受診率

445
93 86 94

特定不妊治療費助成

R2予算

乳児家庭全戸訪問

申請件数 32 40

受診者数

３～４か月児健診

R1予算
対象者数

乳児家庭全戸訪問 444

R2予算

１歳６か月児健診 509 500 98.2%
３歳児健診 563 547 97.3%

妊婦教室(回数)

両親教室(回数)

32

養育支援訪問

R2予算

R1見込み

R1見込み R1予算
465

R1予算

6

R2予算
3回×年4コース

年 4回

R1見込み
3回×年4コース

年4回

R1予算
3回×年4コース

年4回

母子健康手帳の交付
R2予算 R1予算

３～４か月児健診

事業項目
事　業　名

480

R1予算
14

妊婦・両親教室

464 440

R2予算 R1見込み

交付数

超音波検査(回数) 6 6
　一般健診(回数) 14 14

妊婦健康診査

R1予算R1見込み

育児教室(回数) 6 6

R1見込み

育児相談(回数)

検診者数

R1予算

12

409

12

6

91.4%

R2予算 425 92.8%458
101.0%

受診率

R2予算

12
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所 所 所

回 回 回

*母子健康手帳交付時、Coconetサポートファイルでのプランを作成

・う歯予防の適切な習慣を形成し、う歯の低年齢化、重症化
を防ぐため、歯科健診やフッ素塗布を実施する。

フッ素塗布
回 回 回

人 人 人

･8020運動の実現に向け、歯槽膿漏など歯周病予防のための
歯科健診を実施する。

回 回 回

･歯科疾患予防と口腔機能の維維持向上のために歯科医師と
歯科衛生士による講話等で普及啓発を図る。

回 回 回

・6月の食育月間等で、各団体が取り組んでいる食育推進事業
のパネル展示等を行い食育の普及を図る。

回 回 回

・食への関心を高め、「生涯にわたる健やかな暮らしの実現」
を目指して講演会等を開催する。

回 回 回
回 回 回

・各種予防接種を行う。

人 人 人
人 人 人
人 人 人
人 人 人
人 人 人
人 人 人
人 人 人
人 人 人
人 人 人
人 人 人
人 人 人
人
人 人 人
人 人 人

・風しん対策事業(成人男性)

人 人 人
人 人 人

事業項目
具体的事業

事　業　名 事業の目的・内容

子育て世代
包括支援セ
ンター事業

子育て世代包括支援セ
ンター事業

R2予算 R1見込み R1予算

相談窓口 1か 1か 1か

支援ﾌﾟﾗﾝ作成数

R1予算

250

1,778 1,910

1,760
1,809
1,811

麻しん風しん 1,073
二種混合 549

1

4

予防接種

不活化ポリオ

8

健口教室 4

R2予算

R1見込み

歯科口腔保健普及啓発
事業

R1見込み

ロタウィルス

3,900 3,730

1

1,836

個別接種

実施回数 4

食育講演会、食育講座

食育講座(回数)
食育講演会(回数)

R2予算

6
1

四種混合

R2予算 R1見込み

449 225

・「子育て世代包括支援センター事業　Coconetえにわ」として相
談窓口を保健センターに設置し、母子保健コーディネーター１名
を配置のうえ、妊娠期から子育て期にわたり安心して健康な生活
ができるよう、利用者目線に立った「応援プラン」を作成し、相
談および切れ目のない支援を提供する。

水痘 991

1,882

R1予算

48

1,758

R2予算

0

単独接種含む

高齢者等ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ

Ｂ型肝炎

高齢者肺炎球菌 530 530

912
子宮頸がん予防 0

ヒブ

8,704

1,266 1,180
4,430

486
1,077

8,620
792

5
1,879

R2予算 R1見込み

811 8

備考
延接種者数

三種混合含む

470
R1予算

398

902

8,615

食育推進事
業

えにわの食育展（食育
推進展示）

R2予算 R1予算
4

R1見込み

歯科保健事
業

幼児歯科健診・相談

R2予算 R1見込み

48

R1見込み

1,818

実施回数

歯科健診(回数)

R1見込み

4

R1予算

8

66

成人歯科健診・相談

R1予算

1,767

R1見込み

1,787フッ素塗布者数

R1予算

小児用肺炎球菌
予防接種事
業

R2予算

R1予算

48

4

8

1,192

日本脳炎

666

ＢＣＧ 443

1,328

R2予算

R2.10～573

R1予算
風しん抗体検査 798 798 1,854
風しん予防接種 134 134 389
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・肝炎ウィルス感染状況を把握するため血液検査を行い、
必要に応じ保健指導を行う。

人 人 人

・血液検査を行いエキノコックス症の早期発見と治療を
普及啓発 図る。

人 人 人

・診療所を運営し、夜間・休日の内科・小児科系一次救急の
診療日空白ゼロを維持する。

人 人 人

・けが等の外傷は、夜間・休日の在宅当番医療機関で診療す
る。
・年２回開催
・市の救急医療体制の確保と充実を図るため、市内の二次救
急医療機関（救急告示病院）に対して助成する。

人 人 人

・保健センターに医療顧問医師を配置する。

回 回 回

・保健センター運営協議会を開催し、保健事業の推進につい
て検討する。
・年３回開催 　
・献血の普及啓発を図る。
・薬物乱用防止の普及啓発を図る。

事業の目的・内容

502

感染症予防
事業

肝炎ウィルス検診

R2予算

救急医療対策会議

二次救急医療助成事業

薬物乱用防止事業

保健センター医療顧問
医師設置事業

保健センター運営協議
会事業

薬物乱用防
止事業

献血事業

救急医療対
策事業

夜間・休日
急病診療所
運営事業

夜間・休日急病診療所
運営事業

歩くことを通したまち
づくり事業

患者数 4,237 4,121

R1予算

R1見込み

R1見込み

・歩くことに関連したイベント等をはじめとした仕掛けや仕組み
により、市民の健康への関心と参加を促し、健康づくりを推進す
るまちづくりにつなげる。

R2予算

受診者数

月６ 月８

3,000 4,200

R1予算

4,036

518

献血事業

保健セン
ター運営事
業

歩くことを通
したまちづく
り事業

配置日数

参加者数

568

R2予算

具体的事業

R1予算

事業項目
事　業　名

R1見込み

R2予算 R1見込み

エキノコックス症検診

R1予算

月８

6696

R2予算

R1予算

4,200

96

受診者数

R1見込み
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・精神障害者保健福祉手帳の申請窓口業務を行う。
　（申請受理、進達、発送事務、R2.1月末実績229件）

・精神科機関への通院にあたり、健康保険以外に通院におけ
る医療費を助成しているが、市は申請窓口業務を行う。
　（申請受理、進達、発送事務、R2.1月末実績1,153件）
・障がい者が自立して暮らせるよう、居宅介護、短期入所、
共同生活援助等のサービスを提供する。

人 人 人
人 人 人
人 人 人
人 人 人
人 人 人
人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人
人 人 人

・うつ、自殺予防のためのこころの健康づくり講演会とパネ
ル展を開催する。

回 回 回
日間 日間 日間

・精神保健福祉についての正しい知識の普及と電話、来所、
訪問による相談、指導を行う。(R2.1月末実績166件)

・在宅の精神障がい者が地域活動支援センター等に通所する
ために要する交通費を助成し、経済的負担の軽減を図る。

人 人 人

生活訓練 64

計画相談 265

0

R2予算

1

就労継続Ｂ型

自立生活援助

就労定着支援

0

就労移行支援

300

0

168
39

宿泊型自立訓練

R2予算

0

12

58

00

12

293

R1見込み

R1見込み

946

12

50普及啓発パネル展

0

地域定着支援

就労継続Ａ型 470

110

1,159

0

58

普及啓発講演会

精神保健福
祉事業

67
0

自立支援給付事業

具体的事業

R1予算

精神障害者保健福祉手
帳申請事務

事　業　名 事業の目的・内容

自立支援医療（精神）

12

事業項目

181

64

57

共同生活援助
0

生活介護
169

短期入所
居宅介護 72

R1見込み

1

417

50

24

91

611

36

0

12 12

R1予算

64

12

0

R1見込み

2

12

86

地域移行支援

相談・訪問指導

地域活動支援センター
等交通費助成

495

施設入所支援

0

普及啓発事業
R2予算

2

50

重度訪問介護

R1予算

24申請者数

R2予算

10

R1予算

17
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（２）令和２年度予算(案)の概要について

《 歳入ベース 》 （単位：千円）

《 歳出ベース 》 （単位：千円）

健康診査等事業

健康増進事業

母子保健事業

子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ事業

歯科保健事業

食育推進事業

予防接種事業

感染症予防事業

夜間・休日急病診療所運営事業 患者一人当たり24,867円

救急医療対策事業 二次救急医療助成 5,763,000円含む

歩くことを通したまちづくり事業

保健センター運営事業

献血事業

薬物乱用防止事業

精神保健福祉事業 障害者福祉費

障害者福祉費

0

0 0

△ 225

民 生 費 248,457 180,531 67,926

合　　計 589,813 571,826 17,987589,692

203,374

一般会計

204,503

175,088

72

1,100

26,211

3,743

54,750

備　考

衛 生 費 340,260 390,257 △ 49,997

179,402 67,736

28,171 26,033 26,033 2,138

事業項目 R2予算① R1予算②

589,692

R1見込み

384,151

賃金については会計年度任用職員のため総務費へ
移管

5,837 5,938 △ 101

△ 17,1419,070 26,211

755

5,938

102,477

事業項目 R2予算① R1予算② 比較①-②R1見込み

事業項目 R2予算①

各種検診料金収入等

後期高齢者広域連合受託金 63

比較①-②

計

9,128

53,832

8,811

R1見込み

34,210夜間・休日急病診療所使用料・手数料 38,163 36,229 1,934

国・道補助金・交付金 7,396 10,739

資料２

1,100 △ 345

R1予算②

備　考

463

9,304 △ 176

保健センター維持管理費

夜間・休日急病診療所管理費

167 △ 8

175,088 △ 7,549

1,353 △ 91

102,477 △ 25,687

備　考

健康スポーツ課分の健康増進事業含む

72

3,952

-9

3,444

49,557 5,193

△ 26

46,208 884

397

641

397

641

5

53

497

40,072

2,572

3,747

△ 2,191

167

総 務 費 581,096 1,038 1,038

1,129 190

自立支援給付事業 247,138

合　計 589,813 571,826 17,987

障がい者自立支援事
業

比較①-②

1,129

1,353

0

0

0

2,572

緑と語らいの広場複合施設
維持管理事業

159

167,539

1,262

76,790

0

0

1,319

3,522

47,092

437

402

694

381
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担当課 保健福祉部保健課母子保健・食育担当

開始時期 令和2年4月1日

目的

退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を
実施する母子に対して、母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、
母親自身がセルフケア能力を育み母子とその家族が、健やかな育児ができるよ
う支援する

資料３

事業の種類 宿泊型（利用者を宿泊させて産後ケアを行う）

料金 利用料金　40,000円　　自己負担　4,000円　　　委託料　36,000円

対象

恵庭市に住民登録がある生後４か月未満の乳児とその母親で、家族のサポート
が十分に受けられず、心身の不調や育児不安のある産婦
＊特に、ＥＰＤＳ（産後うつ病問診表）９点以上（産後うつの可能性あり）などの、
心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援が必要なもの
＊感染症にかかっている方や医療の必要な方は利用不可

周知方法
広報（令和2年4月号）、母子健康手帳交付時および乳児家庭全戸訪問、母子健
康手帳アプリ等で周知

内容

産後ケア事業（宿泊型）：実施機関に利用者を宿泊させ、休養の機会を提供する
とともに、支援を行う

  <ケアの内容>
① 母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導　② 母親の心理的ケア　③ 適切
な授乳が実施できるためのケア（乳房ケア含む。）　④ 育児の手技についての具
体的な指導及び相談　⑤ 生活の相談、支援　＊家族への支援含む（例：夫への
沐浴指導など）

事業名 産後ケア事業

実施方法 産後ケア事業（宿泊型）実施機関への業務委託

令和２年度産後ケア事業（案）について
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内容

ア．問診（生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等）
イ．診察（子宮復古状況、悪露、乳房の状態等）
ウ．体重・血圧測定
エ．尿検査（蛋白・糖）
オ．エジンバラ産後うつ病質問票（ＥＰＤＳ）

目的

保健福祉部保健課母子保健・食育担当

周知方法 広報4月号、母子健康手帳交付時に利用方法等について個別に周知

開始時期 令和２年４月１日以降に母子健康手帳交付した方

資料４

助成時期及び
回数

出産後概ね２週間、出産後おおむね４週間の計２回まで

助成金額 1回につき５，０００円を上限

委託方法
妊産婦健康診査及び乳児健康診査協定（妊婦一般健康診査、産婦健康診査等）を北海
道で実施

対象 恵庭市に住民票のある出産後間もない時期（産後２週間、産後4週間）の産婦

令和２年度産婦健康診査事業（案）について

産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、産後２週間、産後１か月など出
産後間もない時期の産婦に対する健康診査（母体の身体的機能の回復、授乳状況及
び精神状態の把握等に係る費用を助成し産後の初期段階における母子に対する支援
を強化する。

事業名 産婦健康診査事業

実施方法 産婦健康診査受診票を実施医療機関又は助産院に提出

担当課
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目的

１）5歳児の成長、発達の確認及び心身の健康の保持増進
２）集団生活を経験する幼児期以降になってはじめて顕在化する軽度の発達障害を適正に発見
する
３）就学前の子どもの円滑な就学移行を目指す
４）子どもの発達に不安を持つ保護者に対し相談機会を増やし安心して育児できる

事業名 5歳児相談

実施時期 年１回（冬休み期間のうち２日程度）：令和２年１２月（予定）

内容 問診及び発達に関する相談・身体計測・視力検査等

対象
・年度内に5歳になるもの（概ね年中児）全員
・相談を希望するもの（事前に申し込み制とする）

周知方法
年１回（10月頃）、年度内5歳児全員に個別通知
広報１０月号にて周知

担当課 保健福祉部保健課母子保健・食育担当

連係部署
子ども未来部　発達支援センター
子ども未来部　子育て支援課
教育部　教育支援課

資料５

令和２年度恵庭市5歳児相談（案）について
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ロタウィルスワクチンの定期接種化について 

１．ロタウィルス胃腸炎について 

ロタウィルス胃腸炎は、乳幼児に多く起こるウィルス性の胃腸炎の一つ。ロ

タウィルス胃腸炎の原因「ロタウィルス」は全世界に広く分布し、衛生状態に

関係なく世界各地で感染がみられる。 

 多くは嘔吐に続き下痢を引き起こし、発熱を伴うこともある。まれに、脱

水、腎不全、脳炎、脳症などを合併することもある。 

２．ワクチン 

ロタウィルス胃腸炎を予防するワクチンは『ロタリックス』と『ロタテッ

ク』の２種類。 

３．定期接種の対象となる方

 令和２年８月１日生まれ以降のお子様。 

４．定期接種の開始時期 

 令和２年１０月１日より 

５．接種費用 

 無 料  （※市から医療機関への支払い） 

ワクチン 接種が定められている年齢 回数 間隔など

ロタリックス 生後６週から生後２４週まで ２回

ロタテック 生後６週から生後３２週まで ３回

４週間以上の間隔をおいて経口接種

資料６ 
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症状がある方の相談窓口【千歳管内抜粋分】

北海道健康安全局地域保健課  ０１１－２０４－５０２０ 平日 午後5時30分～午後9時
土日祝 午前9時～午後9時

道立千歳保健所  ０１２３－２３－３１７５ 平日 8時45分～午後5時30分

◎ こまめな石鹸での手洗い。（手洗い後の消毒用アルコールも有効）
◎ むやみに自分の顔面を触らない
◎ 咳やくしゃみが出るときは、ティッシュやハンカチで口を覆う
◎ 発熱等の風邪の症状がみられるときは、学校や会社を休み外出を控える

新型コロナウイルス感染症とは

2019 年12 月以降、中国湖北省武漢市において、新型コロナウイルス関連肺炎の発生が継続
的に報告され、中国を中心に、日本をはじめ複数の国で報告されています。
市民の方々には、国や道、恵庭市からの情報に注意していただき、感染予防に努めていただ
きますようお願いいたします。

●主症状 発熱・のどの痛み・長引く咳(1週間前後)・強いだるさ(倦怠感)など
●潜伏期間 1日から12.5日（多くは5日から6日）
●感染経路 飛沫感染（くしゃみ、咳、つばなどの飛沫を吸い込んでしまう）

接触感染（感染者の飛沫がついた物を他の人が触り、口などから感染する）
＊持病がある方（高血圧・糖尿病など）は重症化しやすい

【作成】恵庭市保健福祉部保健課（保健センター）R2.2.17更新

対策のポイント

相談の目安

次の症状がある方は下記の相談窓口へご相談ください
●風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている
（解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます）
●強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある
＊高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患などの基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫
抑制剤や抗がん剤等を用いている方は重症化しやすいため、この症状が2日程度続く場合
＊相談の結果、専門の医療機関を紹介された場合は、マスクを着用し、公共交通機関の利用を
避けて受診してください。

一般的な相談について（上記の症状に当てはまらない場合）
厚生労働省相談窓口  0120-565653（フリーダイヤル）

受付時間 午前9時～午後9時（土日祝も実施）
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○恵庭市保健センター条例

平成7年6月30日

条例第20号

改正 平成14年6月20日条例第19号

平成20年2月29日条例第4号

平成24年3月1日条例第1号

平成27年12月15日条例第24号

平成29年12月7日条例第30号

(設置) 

第1条 地域保健対策の拠点として、市民の健康保持、増進及びその他健康に関する必要な

事業を行うため、恵庭市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(位置) 

第2条 保健センターの位置は、恵庭市緑町2丁目1番1号とする。

(業務) 

第3条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康相談、保健指導及び健康診査に関すること。

(2) 予防接種に関すること。

(3) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。

(4) スポーツを通じた健康の保持及び増進に関すること。

(5) その他保健センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(職員) 

第4条 保健センターに、センター長その他必要な職員を置く。

(運営協議会) 

第5条 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく計画及び健康保持、増進その他健康に

関する事項を協議するため、恵庭市保健センター運営協議会(以下「協議会」という。)を

置く。

(組織及び任期) 

第6条 協議会は、委員10名以内をもって組織し、次に掲げる団体のうちから市長が委嘱す

る。

(1) 保健所及びその他の関係行政機関

(2) 医師会、歯科医師会及びその他の保健医療関係団体
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(3) 社会福祉協議会及びその他の福祉関係団体

2 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。

(入館の制限) 

第7条 保健センターに、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を断り、又は

退館させることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) 施設又は設備を損傷させるおそれのある者

(3) 保健センターの管理上、支障のある者と認められる者

(4) その他市長が入館を不適当と認める者

(損害の賠償) 

第8条 施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することがで

きる。

(委任) 

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第25号で平成7年9月4日から施行) 

附 則(平成14年6月20日条例第19号) 

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年2月29日条例第4号) 

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月1日条例第1号) 

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年12月15日条例第24号)抄

(施行期日) 

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年12月7日条例第30号) 

この条例中第1条の規定は平成30年3月29日から、第2条の規定は同年3月26日から施行す

る。
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○恵庭市保健センター条例施行規則

平成7年8月30日

規則第26号

(目的) 

第1条 この規則は、恵庭市保健センター条例(平成7年条例第20号。以下「条例」という。)

の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の勤務時間等) 

第2条 恵庭市保健センター(以下「保健センター」という。)に勤務する職員の勤務時間等

は、恵庭市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第20号)の規定を準用する。

(遵守事項) 

第3条 保健センターの入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(3) 危険物を持ち込まないこと。

(4) 施設内で、看板若しくはポスターの掲示、物品の配布若しくは販売又は金品の寄附

若しくは署名等の行為を行わないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(運営協議会) 

第4条 条例第5条の規定に基づく恵庭市保健センター運営協議会(以下「協議会」という。)

に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選により選出する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議) 

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、次の各号の規定による。

(1) 会議は、定例会及び臨時会とする。

(2) 会議は、会長が招集する。

(3) 定例会は、年2回開催する。

(4) 臨時会は、必要の都度開催する。

(5) 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(6) 会議の議長は、会長をもって充てる。
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(7) 会議において表決の必要がある場合は、出席委員の過半数で決し、可否同数のとき

は、議長の決するところによる。

(事務局) 

第6条 協議会の事務局は、保健センターに置く。

(委任) 

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成7年9月4日から施行する。

18


